
詳しくは、文化振興課（内線555）へどうぞ。 

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し

た
全
額
が
所
得
税
・
市
県
民
税
な

ど
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
国
民
年
金
保
険
料
を

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す

る
場
合
は
、
1
年
間
に
納
付
（
納

付
見
込
み
を
含
む
）
し
た
国
民
年

金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
が
必
要
で
す
。
 

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
な

ど
か
ら
送
付
さ
れ
る
控
除
証
明
書

と
同
様
に
、
1
年
間
に
納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
す

る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
（
は
が
き
）

が
、
社
会
保
険
庁
か
ら
11
月
上
旬

に
送
付
さ
れ
ま
す
。
 

証
明
内
容
は
、
本
年
1
月
か
ら

10
月
1
日
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
国

民
年
金
保
険
料
と
、
年
内
に
納
付

が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
納
付
見
込

み
額
で
す
（
10
月
2
日
以
降
に
、

本
年
初
め
て
保
険
料
を
納
付
す
る

方
に
つ
い
て
は
、
翌
年
2
月
上
旬

に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま

す
）
。
 

平
成
20
年
中
に
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
方
全
員
に
、
こ
の

証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
年
末

調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
手
続
き

の
際
は
、
必
ず
こ
の
証
明
書
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。
 

詳
し
く
は
、
多
治
見
社
会
保

険
事
務
所（
　
○22　
0
2
5
5
）へ

ど
う
ぞ
。
 


